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所 在 地 

 
  

年  月  日 

沖縄県 県税事務所長
事務所長 殿 

 

業 種  電話  

整 理 番 号 
氏名又は名称
(代表者氏名)

 
 

不動産取得申告（報告）書 

区 分 土 地 家 屋 

不 動 産 の 所 在 地 
市 
町    番地 
村 

市 
町    番地 
村 

種 類 
田、畑、宅地、塩田、鉱泉
地、池沼、山林、牧場、原
野、その他 

住宅、店舗、工場倉庫、事
務所、その他 

取 得 の 原 因 埋 立、売 買、贈与、交換、
その他 

新築、増築、改築、売買、
贈与、その他 

地 積 又 は 床 面 積 ㎡ 延床面積       ㎡ 

用 途   

家 屋 番 号 、 構 造   

取 得 年 月 日     年  月  日     年  月  日 

家屋新築の場合は最
初に使用又は譲渡年
月日 

     年  月  日 

取 得 価 格   

参 考 事 項   

※固定資産課税台帳
の価格 円 円 

※沖縄県税条例第68
条の規定による市
町村長の意見     年  月  日 市町村長  

 

 



 

 

 
 
 備考 

  １ 取得物件１件ごとに取得の日から60日以内に市町村長を経由して提出してくださ

い。 

  ２ 種類、取得の原因は、当該事項を○で囲んでください。 

  ３ 条例第63条第１項若しくは第３項又は第71条第１項若しくは第２項の規定の適用

を受けようとする者は、当該不動産の取得につき、これらの規定の適用があるべき

旨を参考事項欄に付記することにより、条例第63条第４項又は第71条第４項の規定

による申告に代えることができます。 

  ４ 家屋を取得した者がその日から１年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得

したものであるとき又は土地を取得した者がその取得の日から１年以内にその土地

に隣接する土地を取得したものであるときは、それぞれその１年前以内に取得した

家屋又は土地の取得年月日、所在地種類等を参考事項欄に記載してください。 

  ５ 法第73条の４から法第73条の７までの規定に該当する者は、不動産取得税を課さ

れないことを証明するに足る権限のある機関の証明書等を添付してください。 

  ６ 家屋を建築された場合は、参考書類として建築家屋の図面及び見積書等を添付し

てください。 

  ７ ※印の欄は、市町村において記入してください。 


